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｢戦争法案｣参議院で審議入り 国民の声轟かせ廃案に
国民の空前の闘いに包囲される中、「戦争法案」が２７日の参議院本会議で審議入りしました。日本共産党は市田副委員長が、違憲立法を国会に提出して国民多数の声を踏みにじっての衆議院での強行採決（１６日）は「立憲主義の原則に反する歴史的暴挙」だと厳しく糾弾し、法案の違憲性と危険性を質しました。

市田副委員長は、法案の違憲性を「戦闘地域」での兵站＝後方支援、形式上の「停戦合意」があっても戦乱が続く地域での治安維持活動、集団的自衛権の行使の３点から指摘し、「現行憲法が持つ、この７０年の重みをもう一度噛みしめるべきだ」として、憲法９条が支えとなって戦後、一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出さなかったこと、国際貢献活動の安全の担保として機能してきたことを強調しました。また、「政府・与党がどんなに耳をふさごうとも、国民の声を遮ることはできない」と述べ、「国中に国民の声を轟かせて、『戦争法案』を廃案に追い込む」と決意を表明しました。

安倍首相は、憲法学者らが一致して「集団的自衛権の根拠にならない」と指摘している１９５９年の最高裁「砂川判決」を持ち出して「憲法に合致したもの」と強弁するなど、完全に破綻した議論を繰り返す答弁に終始しました。

政府・与党は昨年の総選挙では「戦争法案」についての争点隠しに終始しましたが、安倍首相は「総選挙での主要な論点の一つであったことは明らかであり、国民の強い支持を頂いた」などと述べ、民意をゆがめています。

２８日からは参議院安保法制特別委員会での審議が始まり、論戦が本格化しました。政府、与党は９月中旬の成立を狙っており、「戦争法案」をめぐる闘いは、いよいよ大きなヤマ場を迎えます。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
健康増進施設 応募なし 潔く止めるべきでは！！
２８日、当局より応募者はなかったが、継続的に話し合い（談合）を進めて事業を推進する方向性が示された。

何人の利用者がいるのかも分らず、自費で施設を建設して、温泉の低温水量も少なく、如何に運営をしていけるのだろうか。唯一参加を示している建設業者から嘆願書が出ているようだが、運営する企業には黒字になる計算ができないから無言なのでしょう。（「戦争法案」の憲法違反を何度見直しても合憲にならないのと似ています。）これを、選定委員会の皆さんがやるように要望しているから可笑しな話です。委員会のメンバーを公表しましょう。そして失敗したら責任を取らせましょう。

【市長の今年の３月議会での説明から】温泉資源を活用した健康寿命の延伸の拠点となる健康増進施設の整備につきましては、民間活力導入可能性調査によりＰＦＩ事業手法での可能性が見出せたことから、特定事業としての選定に向け、先般、実施方針を公表いたしました。今後は、施設の整備や維持管理に税金を投入しない新しい公民連携のスキームの構築に取り組んでまいります。
【星野公平の質問】市長の公民連携の考え方について質問させていただきます。健康増進施設の整備であります。ＰＦＩは破綻しております。それを使おうというのです。ＰＦＩの神話に毒されているのではないでしょうか。
【市長公室長の答弁】健康増進施設の整備に当たっては、民間の提案を取り入れ、施設の整備、維持管理、運営費にこれ以上税金を投入しない独立採算型で進めてまいります。
新病院建設問題 ７月契約、８月準備工開始について音沙汰なし。
８月３日に市議会全員協議会で経過説明があるようですが、①不信感のある「戸田建設」と官製談合の様な事をしている　②総工事費が分からない　③病院の収支が不明、これでは、更に借金を抱え込むだけで良い病院は出来ません。
「第５７回自治体学校」(ｉｎ金沢)に参加。（概要）
１日目=７月２５日(土)　 全体会　本多の森ホール　　　　　　　　　　　　　１、記念講演「地方自治の危機と再生への道―憲法と沖縄問題から考える」　　　　宮本憲一氏（大阪市立大学・滋賀大学名誉教授/日本環境会議名誉理事長、８５歳）　　ｐ安倍内閣の政策は憲法を無視し、戦後民主主義=地方自治を危機に陥れている。この状況を打開する道が沖縄県民と翁長知事の抵抗に示されている。改めて戦後７０年の地方自治の歴史、特に自治研活動や革新自治体の教訓に学び、民主主義再生の新しい道を話される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２、パネルディスカッション＆リレートーク　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター：岡田知弘氏（京都大学）、パネラー：武田公子氏（金沢大学）・岡庭一雄氏（長野県阿智村前村長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ岡田知弘氏は地域経済の立場から「戦後７０年　築かれてきた平和と地方自治―その破壊を止めるためにー」。武田公子氏は財政学の立場から「地方自治体の今後を考えるー伯さん市合併検証を通じてー」。岡庭一雄氏は元村長として「小さい自治体輝く自治」。平成の合併や「自治体消滅」論、地方創生戦略を検証し、憲法を暮らしのなかにいかす地方自治のあり方と展望について話されました。　　ｐ地方自治破壊に対して、住民共同で運動を展開する沖縄（新基地建設強要する日米両政府に、保革を超えて立ち向かう「オール沖縄」の闘い、那覇市議）、大阪（草の根の取り組みで共同を広げ、勝利を勝ち取った住民投票、大阪市労組）、地元石川（憲法のめざす、ひとりひとりが大切にされる社会にするために、病院事務職員）の自治の現場からも報告がありました。
２日目=７月２６日(日)　 分科会　金沢大学角間キャンパス　　　　　　　　　３、社会保障｢解体｣の現局面─医療・介護を中心に助言者：横山壽一（金沢大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ社会保障・税一体改革の具体化のもとで、大規模な給付減・負担増が進み、社会保障は解体の危機にあります。成長戦略と一体となった社会保障「改革」の全体像と現局面を、医療・介護を中心に明らかにし、取り組みの課題と方向を探る。①どうなる「府市病院の統合」、自治体病院の役割を考える（大阪府立病院労組）②福祉分野（障害と生保）における社会保障解体の動きと課題（足立区障害課）③介護保険改悪の現局面と地域での運動の課題（大阪社保協）　　　　　　　　　④医療・介護総合推進法の実施で介護難民が増える！－経済大国なのにそんなことは許せないー（特養、生活相談員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤介護予防・日常生活支援総合事業への取組みの実際―２市の実例から報告―（病院介護総合相談センター）
４、ナイター企画　自主交流会　住民の‘生存権’を守るために
～住宅扶助・冬季加算の削減等に対する、各地の取り組みを学ぶ～　　　　　　　　ｐ２０１２年の相対的貧困率は１６.１％と過去最悪を更新しました。そのような中で、生活保護生活扶助費は２０１３年度から３年連続でカットされ、さらに追い打ちをかけるように本年７月以降は、住宅扶助や冬季加算の削減が行われています。住民の‘生存権’を守るために、各地の取り組み等を交流し学び合う。
３日目=７月２７日(月)　全体会　石川県文教会館・ホール　　　　　　　　　　５、特別講演「世界農業遺産『能登の里山里海』と地域再生〜自治体と大学の連携による人材育成をとおして」中村浩二（金沢大学特任教授、里山里海プロジェクト・代表）　『能登の里山里海』は、２０１１年に日本で初めて「世界農業遺産」に認定されたが、能登半島の人口減少と高齢化はさらに厳しさを増しつつある。能登の自治体と大学が、連携して取り組んできた人材育成による地域再生の取り組みを紹介される。
桑名の介護保険　これで大丈夫
国は、「社会保障と税の一体改革」と称して、消費税の値上げを実施し、増税分を社会保障に回すと言っています。ところが、医療・介護・年金・生活保護・子ども子育てへの予算削減は酷いものです。
介護保険制度は、今年の４月から大きく変わりました。①要支援１，２の介護保険はずし。②一定以上の所得のある人の利用費用の負担増。③要介護３以上しか特別養護老人ホームに入れない。こんな中で、今、食費や部屋代など負担軽減を受けている低所得者に対しては、配偶者を含めて預貯金の確認作業が行われています（１０００万円以上ある人は適用しない）。桑名市は、４月からの介護保険の改悪で、全国から注目されています。それは、前副市長が先頭に立って行った「地域包括ケア計画」の作成と無理な「地域包括ケアシステム」の推進です。
１つは、昨年１０月から行われている「地域生活応援会議」。新規に介護を受けるケースに多職種の３０人以上の人が出席する会議でケアマネに報告を求めています。これは介護保険を「卒業」する前に「入学」を厳しくするもので、ケアマネ、事業者に申請を諦めさせる状況が生まれてきています。もう１つは、介護保険はずしの「新総合事業」の４月からの実施です。実施まで３年の猶予がありますが、桑名市は受け皿も無いのに４月からの実施を公表しました。

今、新総合事業の中の「くらしいきいき教室」の「元気アップ交付金」の給付に批判が集まっています。この交付金は、加算と書かれていますが、成功報酬、インセンティブととらえられ、介護保険を卒業させた時に介護保険の報酬として支払われるのは不当だと言う事です。　　　　（住民監査請求の意見陳述から）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































